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現

代
史
の
狂
気
」
と
い
わ
れ
た
ポ
ル

・
ポ
ト
派
に

よ
る
大
虐
殺
を
裁
く
カ
ン
ボ
ジ
ア
特
別
法
廷
の
審
理
が

十
七
日
か
ら
始
ま
る
。同

派
政
権
の
崩
壊
か
ら
三
十
年
、

特
別
法
廷
の
設
置
か
ら
三
年
近
く
を
経
て
よ
う
や
く
開

廷
に
こ
ぎ
着
け
た
。

審
理
の
迅
速
性
な
ど
の
多
く
の
課

題
を
抱
え
て
の
ス
タ
ー
ト
だ
が
、

被
害
者
参
加
を
通
じ

て
国
民
融
和
に
つ
な
が
る
と
の
期
待
も
高
い
。

公
ン
コ
ク
・
柴
塁
霞
）

る

一一

ヤ
≡

■
■
，

ポ
ル

・
ポ
ト
派
元
幹
部
を
裁
く
プ
ノ
ン
ベ
ン
の
特
別
法
廷

＝
１０
日

（共
同
）

今
回
、法

廷
に
立
つ
の
は
、

カ
ン
・
ケ

・
イ
ウ
被
告
公
も

の

一
人
だ
け
。

一
万
人
以
上

の
政
治
犯
が
拷
間
、

殺
害
さ

れ
た
と
さ
れ
る
ト
ゥ
ー
ル
ス

レ
ン
収
容
所
の
元
所
長
で
、

審
理
の
対
象
も
収
容
所
で
の

行
為
が
中
心
と
な
る
。

特
別
法
廷
は
、

ほ
か
に
も

ポ
ト
派
ナ
ン
バ
１
２
の
ヌ
オ

ン
・
チ
ア
元
人
民
代
表
議
会

議
長
食
↓
ら
四
人
を
拘
束
し

て
い
る
が
起
訴
に
は
至
っ
て

い
な
い
。

負
の
歴
史
の
ご
く

一
部
が
審
理
の
俎
上
に
載

っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
で
も
公
開
の
法
廷
で

裁
か
れ
る
意
義
は
大
き
い
。

ポ
ル

・
ポ
ト
政
権
発
足
時
の

人
口
七
百
万
十

八
百
万
人
で

犠
牲
者
は
百
万
十

二
百
万

人
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
国
民
の
大

部
分
が
何
ら
か
の
形
で
当
事

者
で
も
あ
る
。

家
族
を
殺
さ

れ
た
遺
族
と
手
を
下
し
た
ポ

ト
派
の
元
兵
士
が
同
じ
村
で

暮
ら
す
こ
と
も
あ
る
。

「複
雑
な
感
情
を
抱
い
て

い
て
も
語
れ
る
人
は
こ
れ
ま

で
限
ら
れ
て
い
た
が
、

特
別

法
廷
が
決
ま
っ
て
か
ら
体
験

や
意
見
を
言
え
る
機
会
が
増

被告は高齢迅速審理が課題

ポ
ル

・
ポ
ト
派
は
■
９
７
５
年
に
カ
ン
ボ
ジ

ア
の
実
権
を
握
り
、

極
端
な
共
産
主
義
政
策
に

走
っ
た
。

政
治
犯
の
虐
殺
、

知
識
人
の
粛
清
、

都
市
住
民
の
地
方
移
住

・
強
制
労
働
な
ど
を
行

っ
た
。

餓
死
、

病
死
も
含
め
犠
牲
者
は
■
０
０

万
１
２
０
０
万
人
。

的
年
の
政
権
崩
壊
後
も
内

戦
が
続
き
、

９８
年
に
ポ
ル

↓
ポ
ト
元
首
相
が
死

亡
し
、

９９
年
に
同
派
は
壊
滅
し
た
。

特
別
法
廷
は
国
連
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
合
意
に

基
づ
い
て
設
置
さ
れ
、

人
道
に
対
す
る
罪
や
戦

争
犯
罪
で
ポ
ト
近

万
指
導
者
を
裁
く
。

外
国
人

と
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
が
裁
判
官
を
務
め
る
。

二
審

制
で
最
高
刑
は
終
身
刑
。

捜
査
や
起
訴
も
特
別

法
廷
が
受
け
持
ち
、

２
０
０
７
年
に

カ
ン

・
ケ

・
イ
ウ
元
政
治
犯
収
容
所

長
ら
５
人
の
身
柄
を
確
保
。

０８
年
に

同
元
所
長
だ
け
起
訴
し
た
。

え
た
。

大
虐
殺
の
罪
を
Ｕ
つ

プ
ロ
セ
ス
は
国
民
融
和
に
欠

か
せ
な
い
」

特
別
法
廷
に
詳
し
い
国
際

人
権
団
体

「ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ

イ
ツ

・
ナ
ウ
」

（東
京
）
の

山
本
晋
平
弁
護
士
は
、

カ
ン

ボ
ジ
ア
の
新
し
い
国
造
り
の

た
め
の
意
義
を
強
調
す
る
。

と
り
わ
け
重
視
さ
れ
て
い

る
の
は
被
害
者
参
加
の
仕
組

み
。

国
際
法
廷
で
大
掛
か
り

に
実
施
す
る
の
は
初
め
て

だ
。

告
訴
や
意
見
陳
述
が
で

き
、

二
千
人
以
上
が
申
請
し

て
お
り
、

被
害
者
感
情
を
ぶ

つ
け
る
機
会
に
な
る
。

■
首
相
の
影
を
懸
念

国
民
の
三
分
の
一
が
特
別

法
廷
の
判
決
を
不
公
正
と
疑

い
、

五
分
の

一
は
特
別
法
廷

に
汚
職
が
あ
る
と
み
て
い

る
。

今
年

一
月
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
の
地
元
紙
に
こ
ん
な
記
事

が
掲
載
さ
れ
た
。

米
カ
リ
フ
ォ
ル
エ
ア
大
人

権
セ
ン
タ
ー
が
昨
年
九
月
に

カ
ン
ボ
ジ
ア
全
土
で
実
施
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
紹
介
し
た

も
の
だ
拘
国
民
が
懸
念
を
抱

く
の
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
君
臨

す
る
フ
ン
・
セ
ン
首
相
の
影

を
感
じ
取
る
か
ら
だ
。

特
別
法
廷
は
設
置
や
審
理

開
始
の
合
意
に
至
る
ま
で
カ

ン
ボ
ジ
ア
と
国
連
の
交
渉
が

長
引
い
た
。

国
際
人
権
団
体

は

再フ
ン
・
セ
ン
首
相
の
妨

害
が

一
因
」
と
非
難
し
て
い

る
。

・元
ポ
ト
派
も
取
り
込
ん

で
権
力
基
盤
を
固
め
る
現
政

権
に
つ
い
て
関
係
者
は

「特

別
法
廷
で
不
利
益
な
内
容
が

出
る
の
を
恐
れ
て
い
る
」
と

推
測
す
る
。

一　
．

拘
束
中
の
ポ
ト
派
元
最
高

幹
部
四
人
は
七
十
、

八
十
代

に
達
し
て
い
る
。

被
害
者
や

証
人
も
高
齢
化
し
て
い
る
。

罪
を
確
定
さ
せ
る
に
は
迅
速

な
司
法
手
続
き
が
必
要
だ
。

日
本
政
府
は
、

特
別
法
廷

の
費
用
負
担
で
国
連
最
大
の

拠
出
国
。

東
京
地
検
元
検
事

の
野
□
元
郎
氏
を
上
級
審
判

事
に
派
遣
す
る
な
ど
強
く
支

援
し
て
き
た
。

中
曽
根
弘
文

外
相
も

一
月
、

フ
ン

・
セ
ン

首
相
に

「迅
速
で
厳
正
な
裁

判
を
行
っ
て
ほ
し
い
」
と
訴

え
た
。

ポル ・ポ ト派 の歩 み ―

ポル ・ポ ト派がプノンペン制圧

ポ ト派政権崩壊、内戦ヘ

パ リ利平協定

新生カンボジア誕生

イエン ・サリ元副首相が投降、
その後恩赦

政府が国連へ国際法廷の設置求
める書簡

ポル ・ポ ト元首相死去
夕 ,モ ク参謀総長拘束でポ ト派
消滅

特別法廷の設置確定

特別法廷が捜査開始

トゥールスレン政治犯収容所の
カン ・ケ ・イウ元所長逮捕
ヌオン ・チア元人民代表議会議
長逮捕

イエン・サリ氏 と妻イエン・チ リ
ト元社会問題相、キュー・サムフ
ァン元国家幹部会議長を逮捕

人道に対する罪などでカンⅢケ・

イウ氏起訴

刑法の殺人罪などでカン・ケ・イ
ウ被告追起訴      ‐

古
一
一〔

開
催
み

大
会
闇

必
要
弁

じ
め
＞

―
な
ダ

ギ
ー

」

い
（
古

・候
環
境
斡

す
ア」＞

た
。一

一

一泉
（
マ
一

リ
オ
ギ

を
争
ム

ク
委
畠

一
次
凝

価
は
ｋ

バ
マ
￥

ゴ
を
一

る
。
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